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１ 事業の成果 

１）開発途上国における支援の必要な人々への開発支援事業 

i.ネパール：形成外科医療チーム派遣事業（PSPN） 

2016 年から形成外科手術への対応、ネパール人医療従事者の能力強化することにより日

本人医療従事者の助言で手術やケアを行う方針を立てた。2020 年度以降は、2021 年度も

新型コロナウイルス感染により医療チームの派遣は中止した。 

ii.ネパール：子どもたちへの生活・学資支援事業（スポンサーシップ） 

ネパールでは、経済の成長にともない、就学できる生徒数も改善傾向にある。それでも、

学費以外で必要な制服・学用品・学校維持費などが家計をひっ迫するため、今でも退学す

る子ども、中等教育を断念せざるを得ない子どももいる状況である。また、家庭の経済的

貧困のために、教育より家計を助けるための労働・家事の手伝いを優先する子ども達も珍

しくない。 

＜事業のゴール＞ 

経済的に厳しい家庭の子ども達に、通学に必要な制服、学用品、学校維持費を支援し、通

学できる環境を整える。 

＜成果＞ 

基礎教育の支援を継続することにより、今年も続く新型コロナウイルスの感染により経

済的困難に直面した家庭の子どもたちが、卒業まで学校に通い続けることができている。

そして将来への夢を持ち、職業選択の幅も広がっている。 

iii.ネパール：新生児・小児保健環境の改善 

ネパールは社会分野及び経済分野全般で開発が遅れており、さらに地域差がある。中でも

バンケ郡では保健医療施設の整備が遅れ、施設運営能力や新生児・小児保健サービスの質

も低く、また住民の保健医療への理解不足も大きな課題となっており、新生児・5 歳未満

児死亡率が高い。本事業は、ネパール保健人口省の定めるプログラムに基づき、新生児及

び小児保健サービスの環境改善を図る 3 年事業の 3 期目である。 

＜事業のゴール＞ 

新生児・小児保健サービスにおける保健医療従事者及び保健医療施設の能力が向上し、コ

ミュニティの住民の間で新生児・小児保健サービスの利用が促進される。 

＜成果＞ 

・ 保健医療施設修繕及び医療資機材の提供：ヘルスポスト 6 か所＋プライマリーヘルス

ケアセンター1 か所 

・ 研修・ワークショップ等参加者：1,047 人 

・ 住民の新生児・小児保健知識の向上：601,876 人（バンケ郡全体の住民） 
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iv.ミャンマー：教育支援事業 

カレン州では長期間に渡る紛争のために、公教育導入が遅れ、学校施設等をはじめ十分な

教育環境を整えることができなかった。 2012 年の停戦後も、学校インフラの整備が急が

れる学校はまだ多い。また、生徒の教育アクセスをより持続的なものにするためにも、教

員、学校維持管理委員会、住民の能力強化および教育啓発も課題である。事業対象地であ

るカレン州では、誰もが質の高い教育を受けられるようになるための教育環境整備のニ

ーズが高く、また脆弱な衛生環境を改善する必要がある。それに加え、政情の不安定化と

新型コロナウィルス感染症拡大も相まって、現場のニーズに応えるアプローチも複雑化

している。 

＜事業のゴール＞ 

整備された学校環境が維持管理され、教育の質が向上し、保護者・コミュニティが学校運

営に関心を示し積極的に関与するようになることで、生徒・教員の意欲が向上する。 

＜成果＞ 

 ・5 校の校舎および学習環境の整備（生徒 591 人、教員 37 人） 

 ・学校運営委員会に対する能力強化・学校維持管理研修 (運営委員 65 人)  

 ・教育啓発ワークショップ実施 (地域住民 150 人) 

v.ジンバブエ：教育支援事業 

ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区では、新型コロナウィルス感染拡大により、もとも

とあった経済格差が教育格差として露呈した。未だニーズの高い学校のインフラ整備を

進めると同時に、限られたリソースを最大限に活用し、学校開発を継続していけるよう、

学校開発委員会の能力開発も重要な課題となっている。さらに、様々な事情から学校に通

えていない子どもへの支援も継続して必要とされており、包括的に教育環境を改善して

いくことが期待されている。 

＜事業のゴール＞ 

ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区カブユニコミュニティの 3 つの小学校（クシンガ

小学校、チリサ小学校、ネニュンカ小学校）の教育環境が様々な面で改善される。 

＜成果＞ 

 ・3 校建設で生徒 781 人が校舎で学習できるようになり、配付した学習キッ 

  トの利用で、シラバスカバー率は 3 校平均で 93.2%になり、前年の 47.3%     

  から大幅に改善された。 

 ・収入向上活動としての養鶏の実施により、各学校は学校管理運営費を補填 

  することができた。 

 ・3 校で 90 名の生徒を対象に特別学級を実施した。 

 ・3 校で 455 人の地域住民に対して啓発キャンペーンを実施できた。 

vi.アフガニスタン：教育支援事業 

アフガニスタンでは治安の悪化や自然災害により様々な問題が発生し、常に多大な人道・

開発ニーズを抱えたままの状態にある。そのため、教育に必要な国の予算はひっ迫してお

り、教育のインフラ不足や教師の質の低さは大きな課題である。特にバーミヤン県では、



約 20％の学校に校舎がなく野外で授業を行っている。また県の学校には教員資格を取得

できる学歴を持つ教員の割合が少なく、教育分野に尽力しても成果が上がりにくい状態

である。本事業は、2021 年 3 月に教育環境改善のために開始した事業であり、8 月の政

変後もできる活動を継続した。 

＜事業のゴール＞ 

バーミヤンにおいて 2 校の学校が建設され、教育を受ける環境が整備されるとともに、

教育の質が向上する。 

＜成果＞ 

  2021 年 8 月に政権が変わった後、活動は一時中断する事態となった。そ            

の後再開するも、スタッフの国外退避、現地への送金問題などがあり、事         

業は期間延長して継続中である。衛生教育の研修は、生徒数の減少により 

対象となる生徒の学年を広げ、実施した。校舎建設は継続中であり、2022 

年 6 月に完成する予定である。 

vii.ベトナム：文化教育を通じた社会との調和 

 経済成長が著しいベトナムだが、経済発展にともない収入の格差が益々    

 大きくなる。最近では、出稼ぎ労働者も増加し、日本でも数十万人が働  

 いている。大きく違う文化や法律、労働規則などにより、多くの労使問  

 題が発生しており、このため犯罪に手を染める労働者が増加しているの  

 が現状である。 

＜事業のゴール＞ 

異文化の中で働く難しさを緩和するために、異国の文化や法律、労働規  

則などを事前に学べるプログラムを作成する。 

＜成果＞ 

        出稼ぎに出るベトナム人労働者が異文化交流を深めるため、ガイドブックを作成する 

予定である。それにはアンケート回答やインタビューからデータを収集し、問題点など

を分析する予定である。しかし、分析するためのデータ量が得られなかったため、アン

ケート、インタビュー期間を延ばすこととした。その結果に基づき、出稼ぎに出る前に

学べるプログラムを作成する予定にしている。 

 

 

２）国内外の自然災害、飢餓及び戦争等による被災民や難民等への緊急支援事業、復興支援及び防

災・減災事業 

i.エチオピア：南スーダン内戦による難民支援 

エチオピア国ガンベラ州クレ難民キャンプには南スーダン難民 46,345 人が生活しており、

世帯別トイレの普及率は約 40%で、難民の野外排泄・不衛生な行動により、新型コロナ

ウィルスも含めて、コレラや下痢症など感染症蔓延のリスクがある。クレ難民キャンプ設

立から 7 年が経過し、今後も南スーダンへの帰還が難しく、難民キャンプでの生活が長

期化する中、難民は支援に依存しない形でキャンプ内の衛生状況を自ら改善していく能



力を高める必要がある。 

＜事業のゴール＞ 

エチオピア国ガンベラ州クレ難民キャンプ内の南スーダン難民に対し、世帯別トイレと

難民による衛生知識の啓発・実践に焦点を当てた衛生環境改善活動を行うことにより、難

民キャンプの衛生状況を改善し、感染症蔓延のリスク低減に寄与する。また、新型コロナ

ウィルス及び水系感染症の感染予防対策と水衛生における難民のレジリンス強化を行い、

難民自身で対応できる能力を向上し、キャンプ内の感染症拡大を予防する。 

＜成果＞ 

 ・世帯別トイレにより、新たに女性や子供、障がい者を含む 1750 人の難民が安全にトイレ

を利用できるようになり、世帯別トイレ建設地域の野外排泄は減少した。 

・衛生啓発員による衛生啓発活動により、7.08 割の住民が手洗い、水容器洗浄、家周辺の

清掃など活動で習得した衛生知識を実践した。 

ii.ネパール：新型コロナウイルス感染症対策 

ネパールでは、脆弱な保健システムであるために拡大した新型コロナ感染に病院や行政

が適切な対応がとれなかった。公立基幹病院へ医療資機材を支援したり、市町村保健所

の隔離施設への医療資機材の提供や、自宅隔離患者へホームケアキットを配付する。更

に新型コロナウイルス感染症の予防や対処方法に関する啓発活動を行い、コミュニティ

における意識向上を図る。 

  ＜事業のゴール＞ 

ネパールのバンケ郡とバルディヤ郡において、地域基幹病院の保健医療サービス提供体

制の健全化と地方行政およびコミュニティのレジリエンス向上を図る。 

＜成果＞ 

・病院へ必要な医療資機材を支援することにより、質の高い医療ケアを提供するための

環境が整備され、入院患者 703 人、コロナ病棟担当職員 149 人が裨益した。 

・市町村保健所の運営する隔離施設にて、施設入所者に適切な医療ケアを提供するため

の環境が整えられ、ホームケアキットを用いることにより、効果的に自宅隔離患者の病

状のフォローアップを行うことができるようになった。 

・農村部の人々にとって最も身近な情報収集手段であるラジオ放送を通し、新型コロナ

ウイルスに関する啓発メッセージを届け、さらに、支援した啓発キットを用いて女性地

域ヘルスボランティアが草の根レベルでの活動を展開できるようになった。 

iii.フィリピン： 台風被災者支援 

2021 年 12 月 16 日フィリピンに上陸した大型台風 22 号（ライ）により家屋が倒壊し、多

くの人が被災した。修復に必要な資機材も技術も十分に確保できていなく、人々の安全な

生活基盤を確保できていない。 

＜事業のゴール＞ 

台風 22 号により甚大な被害を受けた西ネグロス州の住民に対して、家屋修復を支援し、

被災した住民が安全な生活基盤を確保し、将来の災害がもたらす負の影響を減らす。 

＜成果＞ 



本事業はまだ開始したところである。フィリピン国西ネグロス州のシパライ市とイログ

町及びその周辺地域において台風 22 号により被災した住民に対して、家屋修復のため

の資機材提供と、ビルドバックベター（より良い修復）のアプローチに基づいた家屋修

復の技術トレーニングを行い、住民は自らの手で作業に取り掛かる。必要に応じて修復

作業サポーターを配置するが、住民自ら復興に力を注ぐことができることにより、  

彼らが主体となるようにしていく。 

iv.ウクライナ： 人道支援 

不安定な状況が続いていたウクライナ情勢に、2022 年 2 月 24 日、ロシア軍による攻撃

により、ウクライナの危機が始まった。ウクライナ東部のドネツク州・ルハンスク州で

は砲撃により何万人もの人々が水や食料、シェルター、防寒用具など、命にかかわる支

援が必要だった。また同日、首都キーウ郊外でも攻撃がはじまり、避難のために家を離

れ行き場をなくしてしまった人々は隣国へ退避した。 

＜事業のゴール＞ 

ウクライナ危機により損なわれた人間としての尊厳を回復し、維持していくための環

境を整える。 

＜成果＞ 

人道支援として、ウクライナ国内、周辺国、さらに避難者の最終目的地となっている第

三国での支援に取り組んでいる。ウクライナ国内の活動は、情勢悪化が深刻化したその

日から、支援活動に取り組んだ。ウクライナ国内で多くのボランティアがかかわり、国

内 30 か所以上、100 万人以上に支援を届けることができている。 

v.日本：東日本・防災減災 

   東日本大震災では、地域防災力を向上させることの重要性が改めて認識された。災害対応

において行政の責任は大きいが、一方で行政による対応には限界があり、住民、企業、ボ

ランティア等の民間各主体が、必須の担い手と期待される。 

 また、地区防災計画や事前復興計画の策定、予防医学的な備え、緊急治療的な備え、回復

再生的な備え、公衆衛生的な備えが欠かせない。 

＜事業のゴール＞ 

住民一人一人が防災に対する意識を高め、自らの命と生活を守れるようにすべきであり、

それが可能となるように住民のエンパワーメントを行政や官民の諸団体が後押しすべき

である。また、災害時には、地域で市民同士が助け合い、行政とも連携しつつ市民の協働

による組織・団体が積極的・主体的に地域を守るような社会づくりを普段から進めておく

ことが必要である。 

＜成果＞ 

コロナ禍における災害支援と災害ボランティア養成講座、学校での防災減災活動、雑巾ち

くちくボランティアなどを行うことにより、災害に対する一人ひとりの備えの意識を高

め、お互いに支えあうことの重要性を伝えることができた。 

vi.日本：国内災害対応事業 

今年度は、8 月 11 日から 14 日まで降り続いた大雨の影響により六角川が氾濫し、佐賀県



武雄市だけでも 1182 棟の家屋へ床上浸水被害が発生した。この地域では、令和元年にも

豪雨によって同様の被害が多数の家屋で発生している。現地の団体であるおもやいボラ

ンティアセンターでは、被災した家屋や住民への対応を行っているが、コロナ禍により人

手が足りておらずボランティアセンターの運営が滞っているため、円滑に被災対応が行

われるように同センターの運営支援が必要である。 

＜事業のゴール＞ 

令和に入って二度目の大規模な浸水災害に見舞われた武雄市で活動する、おもやいボラ

ンティアセンターの運営を補助し、より多くの被災対応が行えるように促す。また、被災

したことにより肉体的な疲労や心労が溜まった住民の声を聴き、リフレッシュする場や

そこからニーズを拾い上げおもやいボランティアセンターへと繋げる。 

＜成果＞ 

・ おもやいボランティアセンターでの運営補助 

 住民対応や物資管理・事務作業の補助を行い、人手が足りないときは家屋の清

掃やフードリンク事業等の被災対応以外の活動も行った 

・ 武雄市でのサロン運営 

 おもやいや他の支援団体と協力し、公民館等でサロンを行い、住民の集まる場

を提供した。 

 

３）国際協力を通し学生・社会人に対する国際人としての人材育成事業 

大学との協働を通して、インターンの受け入れ、学生への講演を行った。講演内容によ

り、適任となるスタッフが講演するようにしている。今年も、オンラインで行う候えが多

かった。担当するスタッフは、担当国、地域、事業のみならず、国際協力に関する講演が

できるように育成も行っている。 

 

４）各国政府、国際機関、及び関連団体との情報交換、連絡調整、協力及び人材の派遣 

ADRA Japan が所属している関連ネットワーク担当スタッフを決め、積極的にスタッフを

派遣し、団体内での情報共有を促した。また、国内災害担当者が国内災害関係の多くのネ

ットワークの運営に参画し、国内災害における関係作りを強化している。 

ADRA Japan は現地での人道支援活動を円滑に行うため、日本国内における関連ネットワ

ークに所属し情報交換等を行っている。 

 

５）国際協力に関する日本の社会への啓発と広報事業 

今年度は、ほとんどオンラインでの講義が多かった。幼稚園・保育園や小学校に「教育」、「国

際協力」といった講話をすることで理解を広げてもらうようにしている。 

ADRA Japan が行うイベントもオンラインが多かったが、ハイブリットイベントも実施、また、

今年は参加型イベントを実施した。イベントの参加者も関東地域のみならず、地方からも参加す

る人にリーチしている。 

  



２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 322,014  】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

開
発
途
上
国
に
お
け
る
支
援
の
必
要
な
人
々
へ
の
開
発
支
援
事
業 

新型コロナウイルス感染
症拡大の影響を受けて、

派遣を断念した。 
無 無 3人 無 無 9 

経済的事情により通学困
難な生徒への学資支援、
支援者にはクリスマスカ
ードと子どもの様子を伝
えるレターを届けた。 

通年 

カブレパ

ランチョ

ーク郡 

2人 
公立学校 

の生徒 
78人 1,531 

日本 NGO連携無償資金協
力による新生児及び小児
保健環境の改善事業を実
施。保健医療施設の整
備、保健医療サービスの
質の向上、保健医療施設
の運営能力向上を目的と
して、現地関係者との調

整を行った。 

2019/03 

～ 

2022/03 

ネパール 

バンケ郡 
4人 

住民及び 

医療関係 

者 

603,248

人 
37,304 

イオンワンパーセントク
ラブ及び日本 NGO 連携無
償資金による事業を実
施。教育環境の整備とし
て、10 校の校舎及びトイ
レや井戸などを建設し
た。また、教育啓発、学
校運営員会の能力強化研
修やワークショップを実
施した。追加で、イオン
事業前期の対象校 15 校に
対して追加活動を行っ

た。 

2013/05 

～ 

2024/03 

ヤンゴン

管区、 

カレン州 

5 人 
児童、生 

徒、教師 
843 人 37,071 

学校に通えている子、通
えていない子に関わら
ず、それぞれにあった形
で教育を受けることがで
きるように、3 校に 2 教室
の校舎 1 棟、教員住宅や
トイレを建設した。ま
た、学校運営、教育啓
発、収入向上のための養
蜂活動に関する研修を実

施した。 

2017/03 

～ 

2022/06 

ジンバブ

エ 

ミッドラ

ンド州 

ゴ ク ウ

ェ・ノー

ス地区 

4 人 
児童、生 

徒、教師 

2,203 人 

986 世帯 
78,857 



日本 NGO 連携無償資金に
教育環境を整備する事業
を申請し、校舎 2 校建
設、衛生教育、教員研修
を実施する事業を実施し

た。 

2021/03 

～ 

2022/06 

アフガニ

スタン 
3 人 

生 徒、

教師 
1,691 人 18,100 

出稼ぎに出るベトナム人
労働者が異文化交流を深
めるため、ガイドブック
を作成の調査を実施し

た。 

2021/11 

～ 

2022/10 

ベトナム 

ハノイ市 
2 人 

日本側の

受け入れ

企業・投

資家・ベ

トナム人

労働者 

212 人 328 

新事業形成、事業評価を
行うための準備を行っ

た。 
通年  2 人   19 

ウガンダへ治療薬の寄付
に当たり、当該病気の患
者数、当該治療薬を取り
扱える医療施設、同治療
薬の許認可手続きなどを

調査した。 

2020/11 

～ 

2021/7 

ウガンダ 2 人 

準備のた 

め、受益 

者無し 

調査の段

階のため

特になし 

712 

国
内
外
の
自
然
災
害
、
飢
餓 

及
び
戦
争
等
に
よ
る
被
災
民
や
難
民
等
へ
の
緊
急
支
援
事
業
、
復
興
支
援
及
び
防

災
・
減
災
事
業 

クレ難民キャンプにおい
て、疾病の蔓延を防ぐた
めの衛生環境改善を目的
として、世帯別トイレの
建設・普及及び啓発活動

を実施した。 

2014/01 

～ 

2022/04 

 

※2019/7

～2020/9

は中止 

エチオピ

ア 

ガンベラ

州 

クレ難民

キャンプ 

4 人 

クレ難民 

キャンプ 

に居住す 

る難民 

55,196 人 66,349 

バンケ郡などの医療イン
フラや物資の不足、基本
的な感染予防である手洗
いやうがい、咳（せき）
エチケットなどの普及が
不十分なため、感染リス
クが高い地域において、
感染予防のための啓発活
動、保健医療施設への物
資支援、医療従事者への
研修、新型コロナウイル
ス危機の影響を受けた
人々への支援を実施し

た。 

2020/04 

～ 

2021/11 

ネパール 

ルンビニ

州 

バ ン ケ

郡、スドゥ

ルパスチム

州 

アッチャム

郡、 

バグマティ

州 

カブレ郡 

4 人 

地域住民

及び医療

関係者 

908,821

人 
22,161 



バルディア

郡 

台風ライにより甚大な被
害を受けた西ネグロス州
で、家屋修復の対象とな
る住民の選定を開始し

た。 

2022/2 

～ 

2022/7 

フィリピ

ン 

西ネグロ

ス州 

3 人 
台風被災

者 
200 人 4,507 

ロシアの攻撃により避難
している人々に対して、
緊急物資（食糧、NFI、医
薬品など）及びキャッシ
ュを配布、避難のための

移送を実施した。 

2022/2 

～ 

ウクライ

ナ 
5 人 

ウクライ

ナ避難民 

 

100 万人

以上 
35,283 

東日本大震災における経
験を活かし、国内の自然
災害被災者支援に即時に
対応できる体制作りを目
指して、各機関との連携
を図り、平時から積極的
に防災・減災活動を実施
した。また東日本大震災
事業のフォローアップも

行った。 

通年 全国各地 4 人 
講座の聴 

講者 
199 人 4,423 

【R3 8 月豪雨】 
甚大な洪水被害を受けた
佐賀県武雄市及びその周
辺地域において、おもや
いボランティアセンター
での運営補助及び武雄市
でのサロン運営を行っ

た。 

2021/09 

～ 

2021/12 

佐賀県 4 人 

地域住民 

及び在宅 

避難者 

3,795 人 11,931 

世界各地で発生した自然
災害の被災者支援に対応
すべく ADRA ネットワー
クを通して資金支援を行

った 

通年 その他 2 人 

緊急支援

を必要と

する者 

裨益者多

数 
2,527 

 

国
際
協
力
を
通
し
学
生
・
社
会
人
に
対
す
る
国
際
人

と
し
て
の
人
材
育
成
事
業 

コロナ禍で実施を見送っ
た。 通年 無 無 無 無 0 

インターンを受入れ、事務
作業やイベント運営等を
通し、国際協力の仕事に対
する理解を深めてもらっ
た。 

通年 日本 4 人 
インター

ン 
6 人 180 

高校や大学、及びシンポジ
ウム・研修会・講演会等に
講師としてスタッフを派
遣した他、コロナ禍の状況
を受け、オンラインで行っ
たことが多かった。 

通年 日本 9 人 
講演会等 

参加者 
243 人 156 



 
 

各
国
政
府
、
国
際
機
関
、
及
び
関

連
団
体
と
の
情
報
交
換
、
連
絡
調
整
、

協
力
及
び
人
材
の
派
遣 

JPF や GII/IDI、JNNE とい
った NGO のネットワーク
に参加し、情報交換、事業
間の調整等を行った。ほと
んどの会議はオンライン
開催であった。 

通年 日本 10 人   7 

国
際
協
力
に
関
す
る
日
本
の
社
会
へ
の
啓
発
と
広
報
事
業 

コロナ禍でグローバルフ
ェスタ JAPAN 等、イベント
は中止。 

通年 日本 無  無 0 

東京事務所での事業報告
のほか、各地の SDA 教会や
医療機関等で報告会を実
施した。多くはオンライン
で実施した。 

通年 日本 8 人 
報告会聴 

講者 
703 人 264 

教育機関向けの国際理解・
平和教育等の講演を行っ
た。オンライン実施。 

通年 日本 6 人 
児童、生 

徒 
468 人 295 

 

 

（２）その他の事業                     

なし 

 

以上 


